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指定管理候補者の選定結果について 
 
 沖縄県が設置している下記の「公の施設」への指定管理者制度の導入に向け、下記のと

おり指定管理候補者を選定しましたので、その結果を公表します。 
 なお、指定管理者の指定については、令和５年第４回県議会の議決を経た後に行うこと

となります。 
 

記 
 
１ 対象施設 
   (1)施設名称    与那原マリーナ 
   (2)施設の概要      海洋性スポーツ・レクリエーションの普及振興、海洋に関する知    

識の普及、観光振興に資することを目的として設置された。 
   (3)設置場所        与那原町字東浜 70 
 
２ 選定方法 

 (1)宜野湾港マリーナ、与那原マリーナ、西原・与那原マリンパーク指定管理者制度運   

用委員会の設置 

  ［構成員］                                            
     ・学識経験者 

委員長 渡久地 啓(沖縄女子短期大学教授)                                           
     ・財務に精通する者 

委 員 鈴木 和子(鈴木和子税理士事務所)                                         
     ・施設の機能又は管理業務の性質に応じた専門的知識を有する者 

委 員  喜納 英之(有限会社 桜設計工房代表取締役社長) 
     ・施設の利用団体(者)を代表する者 

委 員 髙越 史明(沖縄県ウォータークラフト安全協会) 

 
  (2)審査の経過                                                  
    令和５年８月 10 日  第１回指定管理者制度運用委員会(募集要項及び審査基準の審     

査)       
    令和５年 11 月６日  第２回指定管理者制度運用委員会(ヒアリング) 

  令和５年 11 月 10 日 第３回指定管理者制度運用委員会(ヒアリング及び候補者の選    

定) 

 

 
  (3)選定基準等 

 選定基準     配 点 
１ 事業計画書等の内容が、県民の公平な利用を確保でき

るものであること。  

10 点 
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２ 事業計画書等の内容が、与那原マリーナの効用を最大

限に発揮させるものであるとともに、効率的な管理がな

されるものであること。 

45 点 

 

３ 事業計画に沿った管理を安定して行える物的及び人的

能力を有するものであること 

50 点 

 

４ 与那原マリーナの設置の目的を達成するために十分な

能力を有するものであること。 
   15 点 

合計   120 点 

 

 

３ 選定結果 
  (1)申請団体一覧 

   株式会社シーエンジニアリング沖縄 

   与那原マリーナ管理運営共同企業体 

   与那原マリーナ運営管理共同企業体  

   サンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体 

 
  (2)点数(各点数は委員４名の合計) 

順位 
 
 

選定基準

(40 点) 
選定基準

(180 点) 
選定基準

(200 点) 
選定基準 

(60 点) 
合計 

  第１位 株式会社シーエンジニ

アリング沖縄 
  36 点  163 点  165 点  55 点 419 点 

  第２位 Ａ社   34 点  142 点  168 点 50 点 394 点 
  第３位 Ｂ社   27 点  109 点  131 点   42 点 309 点 

第４位 Ｃ社  24 点   103 点 122 点 39 点 288 点 

 
４ 指定管理候補者 
  (1)団体名：株式会社シーエンジニアリング沖縄 
  (2)代表者名：代表取締役 西銘 剛 
  (3)住所：北谷町字北谷１丁目 14 番地３ハイビスカスマンション１Ｆ 
 
５ 選定理由 
  事業計画書や組織体制等が与那原マリーナの設置目的を達成し、施設の管理を安定

して行う上で十分な内容であり、委員会における総合評価も１位であることから、最も

適切に与那原マリーナの管理を行うことができると認められる。 
 

６ 指定期間(予定) 
    令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで 


